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１．中小企業団体中央会

○ 中小企業団体中央会は、昭和３０年９月、中小企業等協同組合法の改正により「中小企業等協同組合中央会｣として誕生し

ました。その後、昭和３３年４月、中小企業団体の組織に関する法律の施行に伴い「中小企業団体中央会」と名称を変更。

都道府県ごとに一つの中央会と、都道府県中央会をとりまとめる全国中小企業団体中央会(以下「全国中央会」という)で構

成されている。

○ 中小企業団体中央会は、中小企業の振興発展を図るため、中小企業の組織化を推進し、その連携を強固にすることによっ

て、中小企業を支援していこうとする団体。それにより、中小企業の設備の近代化、技術の向上・開発、経営の合理化､融合

化その他の中小企業構造の高度化の指導及び業界の安定を図り中小企業を取り巻く取引環境を改善するなど、中小企業の抱え

ている様々な不利を是正するための役割を担っている。

○ 都道府県中央会の構成員は、都道府県に存在する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、信用協同組合、商工組合、

協業組合、商店街振興組合及びこれらの連合会、その他の中小企業関係団体となっている。また、全国中央会の構成員は、４

７都道府県中央会のほか､全国を地区とする中小企業関係組合、団体等が加入していて、現在、都道府県中央会と全国中央会

の会員団体数の合計は、令和３年３月末現在で２万３，５９７団体となっている（４７都道府県中央会及び全国中央会の会員

である中小企業組合の所属企業数は、約２３０万となります。）。

○ ２０２１年版中小企業白書で使用されている企業数は３５７万８，１７６者であることから、実に６４．３％の企業が組

合活動に参画していることになる。
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１．中央会を構成する中小企業組合と事業者数



２．中小企業と中小企業組合数の推移
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○ 経済センサスからとりまとめられたわが国の企業数（会社数＋
個人事業者数）は、３，５８９，３３３者。

○ このうち、中小企業は、３，５７８，１７６者で９９．７％
を占めている。

○ 中小企業数は、２０１６年と２００９年で対比すると、実に
６２３，０８８者（△１５．８％）も減少している状況。

○ 中小企業の従業員数については、４６，７８９，９９５人中、
３２，２０１，０３２人（６８．８％）が中小企業に従事してい
る。（４頁参照）



【企業数及び従業員数】 ２０２１年度版中小企業白書 付属資料より
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３．新型コロナ禍における中小企業の経営状況
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「中小企業月次景況調査結果」 全国中央会 令和３年５月２５日発表 全国の情報連絡員約２，６００名から回答

○ ４月のＤＩは、景況、売上、収益など全９指標が前月より改善。しかしながら、長引く新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、「取引先の倒産や大幅な受注減少により、派遣契約の継続が困難になっている、経営状況が悪化している」という声や、
「雇用調整助成金を活用しながら、時短営業や休業をして雇用を守っている」、「収束の見通しが見えない中で、廃業や事業の
大幅縮小を余儀なくされている」といった声が数多く寄せられている。

○ 第４波ともいえる状況下で、まん延防止地域の拡大、数次にわたり緊急事態宣言が発せられるなど、今後の業績の不透明感を
危惧する声も多く寄せられており、人員削減や廃業を検討する企業も見られる。

○ 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、持続化給付金をはじめとする各種給付金や、雇用調整助成金の特例措置の拡充な
ど、各種支援施策を過去に類(るい)をみない予算規模で実施していただいていることで、それらを活用しながら、中小・小規模
事業者は、何とか持ちこたえている。

「中小企業労働事情実態調査結果」全国中央会 令和３年３月 全国の企業２０,１１４社から回答（調査時点：令和２年７月１日）
○ 新型コロナウイルス感染症による「経営への影響」をみると、「売上高の減少」が69.9%と最も高い比率を示している。以下
「取引先・顧客からの受注減少」（57.4％）、「営業活動等の縮小」（37.4％）が続いている。

○ また、「休業の実施」（25.1％）、「運転資金等の資金繰り難」（19.2％）の比率も高く、厳しい経営状況に晒されている。
この傾向は、規模の大小を問わずに中小企業の経営に影響が生じているといえる。

○ 業種別では、「繊維工業」（43.7%）､「機械器具」「印刷・同関連」（38.4％）など、「休業の実施」をした企業の中では、
製造業が多い。



４．中小企業の労働生産性と労働分配率
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○ 中小企業の労働分配率は、７０％台の高水準で推移。

○ 中小企業の労働生産性は製造業、非製造業ともに、大きな落ち込みはないものの、長らく横ばい傾向。業種にかかわら
ず、企業規模が大きくなるにつれて労働生産性が高くなる。

出典：「中小企業白書２０２０」より

出典：「中小企業白書２０２１」より



外国人技能実習制度に係る「監理団体」と特定技能に係る「登録支援機関」

＜監理団体＞
一 般（ ５／１０ 現在） ： １，６６９
特 定（ ５／１０ 現在） ： １，６１４

計 ３，２８３

※ ９１．７％が中小企業組合
事業協同組合 ２，９９５
協同組合連合会 ２
商工組合 １３

＜登録支援機関＞
５／２１現在 ５，９７２

うち、監理団体と登録支援機関
を兼ねているのは、 １，５１９

うち、事業協同組合の重複は、 １，４２６
商工組合の重複は、 １

・（厚生
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５．「監理団体」と「登録支援機関」



６．本会における外国人技能実習制度関連の取組み
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【外国人技能実習制度適正化事業の実施】
〇 本事業は、監理団体が適正な技能実習生の監理事業を行うよう指導することを目的とし、全国中央会及び都道府県中央会が、
中小企業庁の補助事業により平成２７年度から実施している。

〇 主な事業内容としては、監理団体である中小企業組合・組合員企業（実習実施者）への巡回指導による、問題点や状況の把握、
監理団体役職員等への講習会の開催である。平成２７年度～令和２年度までの実績は下記のとおり。

【外国人技能実習生受入状況調査】
〇 監理団体の組織の概要、受入れ国の状況、受入れ人数、問題点、意見を収集し、外国人技能実習制度等の今後の展開を検討す
るための基礎資料とすることを目的として実施。

〇 令和２年度の調査対象は、令和３年１月１７日時点で監理団体として許可を受けている３，２１７団体。有効回収数は、
１，３９２団体で、有効回答率は、４３．３％であった。調査結果の概要は、別紙のとおり。

【都道府県中央会・会員組合等への指導】
〇 都道府県中央会の技能実習生受入組合の担当者、会員組合等からの問合せに対して、本会 労働政策部で対応している。

年 度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ０１ Ｒ０２

巡回指導（監理団体） ５９８回 ５３１回 ６１４回 ５０３回 ５１０回 ４８７回

巡回指導（実習実施者） １,２４３回 ８８２回 ６５１回 ５８８回 ５３１回 ３８０回

講習会 ８７回 ９０回 １０６回 ９４回 ９１回 ７６回



７．技能実習制度における問題点
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≪制度や監理事業に関する事項≫
〇 ２号移行対象職種が少ない。

〇 悪質なブローカーが存在しているため、監理団体や実習実施者には何ら責めがないにも関わらず、失踪してしまうケースがあ
る。失踪者の存在は、優良要件にも影響を及ぼす。

〇 技能実習生の質（勤務態度や生活態度）が落ちている。何度注意しても正すこともなく、容易に解雇もできないため、困って
いる。

≪技能検定・外国人技能実習機構に関する事項≫
〇 技能検定試験の検定員の不足等の理由によるものか、受検できない（職能協会が対応していない）科目がある。

〇 技能検定・技能評価試験について、実際の実習の内容と乖離しており、受検したくてもできない場合がある。

〇 外国人技能実習機構（以下：ＯＴＩＴ）に問合せをしても、各地方事務所や、対応する方によって、見解が異なり、監理団体
や実習実施者はそれに振り回されている。

〇 ＯＴＩＴに提出する書類が多すぎる。

≪新型コロナウイルス感染症に関する事項≫
〇 政府の水際対策として、１４日間の待機期間が設けられているが、その待機期間にかかる費用（宿泊費等）の負担が重い。

〇 入国予定であった技能実習生の数も見込んで、仕事の受注量を調整していたため、入国がまともにできない現在、今いる従業
員に無理をしてもらいながら対応している。



８．特定技能制度における問題点
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≪制度に関する事項≫
〇 修了が近い技能実習生（技能実習期間中）に対して、特定技能の登録支援機関等がアプローチをかけ、引き抜きをしており、
引き続き特定技能の受入機関としているつもりだった企業は困っている。また、職業紹介事業者でないブローカーが、不法就
労職場へあっせんする等している。

〇 技能実習制度の移行対象職種・作業の中でも、特定技能制度の１４分野に該当しないものがあり、特定技能へと移行したくて
もできない。

〇 企業の直接雇用が原則であるにも関わらず、送り出し機関を介在しなければならない国もある。

〇 建設業のみ、受入計画の認定を受けなければならず、また、（一社）建設技能人材機構への会費等の支払いやキャリアアップ
システムへの登録料など、手間と費用が他分野と比較して膨大にかかる。

〇 分野ごとに、所管する省庁が異なることから、問合せ窓口と、その対応が異なるため、煩雑であるとともに費用がかかる。



９．技能実習制度における要望
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≪制度や監理事業に関する事項≫
〇 ２号移行対象職種の追加をお願いしたい（具体的に要望の声が多いのは、電気工事業、菓子製造業、リサイクル業、倉庫業、
製材業等）。

〇 悪質なブローカーを排除し、真面目に技能実習を実施している監理団体・実習実施者が損をしないようにしてもらいたい。

〇 日本語教育のならず、日本国内における最低限のルールやマナーに関する教育を入国前から行うようにしてほしい。

≪技能検定・外国人技能実習機構に関する事項≫
〇 技能検定試験・技能評価試験について、全都道府県で均一的な受検環境の整備をしてほしい。また、実際の実習の内容と乖離
しないよう柔軟な検定基準・内容を整備してほしい。

〇 ＯＴＩＴとして本部・地方事務所・支所の統一の見解をもって指導してもらいたい。また、提出する書類の簡素化、申請して
から許可または認定がおりるまでの期間を短縮してほしい。

≪新型コロナウイルス感染症に関する事項≫
〇 環境が整備され次第、国際線の増便等をし、円滑な出入国ができるようお願いしたい。

〇 １４日間の待機期間にかかる費用について、既にいくつかの自治体では助成制度があるが、全国の自治体や国が統一的にその
ような助成制度を創設してほしい。

〇 国が統一的な隔離・待機施設を用意し、ＰＣＲ検査費用や食費等の費用の半額程度の助成をしてほしい。



１０．特定技能制度における要望

12

≪制度に関する事項≫
〇 技能実習期間中の技能実習生を悪質に引き抜くようなブローカーを排除してもらいたい。

〇 技能実習の職種・作業からそのまま移行できるよう、技能実習の職種と特定技能の対象分野を一致させてもらいたい。

〇 建設業のみに課されている煩雑な手続き、膨大な経費は、建設分野への特定技能外国人の参入を阻害するため、今一度見直し
てほしい。

〇 技能実習制度にＯＴＩＴがあるように、特定技能制度でも各省庁横断的に一本化した窓口を設置してほしい。

〇 外国人の就業機会を増大させるために、マッチングイベントの定期開催をしてほしい。

〇 賃金の低い地方から都市部へと転職してしまう。給料をあげ、流出を防ぎたくても、下請け企業においては、給料をあげるの
に見合うだけの受注単価が確保できない。下請け企業の実態把握に努めていただき、適正な取引価格となるよう、監督・指導
をしてほしい。



１１．外国人との共生に関連する意見・要望事項等
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≪居住に関する事項≫
〇 アパート等では、外国人の入居を断られる場合があり、寮（宿泊施設）の確保に苦慮している。近隣住民、管理会社にご理解
をいただきたいと共に、地域の空き家等を技能実習生のために貸し出す、技能実習生でも借りられる住宅の紹介をする等、各
自治体にはお願いしたい。

〇 地域住民との摩擦を軽減させるため、自治体が主催して自治会や町内会と技能実習生等との交流会を開催してほしい。

≪生活に関する事項≫
〇 帰国するためにＰＣＲ検査を受ける必要があるが、周辺に検査機関がなく、遠方まで検査をしに行かなければならないので、
各市区町村に一箇所以上検査が可能な施設を整備していただきたい。

〇 技能実習生個人が銀行口座を開設するにはハードルが高く、結果的に、口座の売買が行われることとなってしまっている。銀
行口座開設がスムーズに行われるようお願いしたい。

〇 帰国できない技能実習生等、在留資格の期限が迫ってくると、精神的に不安定になることがある。そのような技能実習生等の
外国人の不安を取り除くためにも相談やカウンセリングが可能な窓口を整備してほしい。

〇 日本語能力向上のために、外国人向けの日本語教室のようなものを定期的に開催してほしい。自治体によっては開催していて
も、不定期だったり、そもそも開催していなかったりするため、全国的に均一の開催をしてほしい。



１１．外国人との共生に関連する意見・要望事項等
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≪多言語化に関する事項≫
〇 住民登録をスムーズに行うため、各自治体には各国の言葉に精通した通訳の常駐等をお願いしたい。

〇 地域住民との間で問題が多発する、ごみの分別・ごみ捨てのルールについて多言語化パンフレットを作成する等してもらいた
い。

〇 自治体のホームページや、自治体から発行される広報誌等、技能実習生や留学生等にも理解できるよう多言語化にしてほしい。

〇 技能実習生や留学生等の外国人が病気に罹患した際に、病院へ行ってもなかなか症状が伝わらない。病院に通訳を配置したり、
自動音声翻訳機を設置する等予算化してほしい。

〇 監理団体・登録支援機関の通訳を探すことに苦労しているため、監理団体・登録支援機関と通訳になり得る在留外国人との
マッチングをしてほしい。

≪その他の事項≫
〇 メディアで取り上げられる技能実習生に関することはネガティブなものが多い。確かに、制度を悪用している監理団体や実習
実施者もいるとは思われるが、真面目にやっている監理団体や実習実施者がほとんどである。悪質な事例だけをとらえ、メ
ディアが印象操作し、あたかも全てが悪質なことをやっているというネガティブなものとなってしまい、地域住民から距離を
置かれてしまう。

〇 技能実習生や監理団体、登録支援機関の現状や、抱えている問題をご理解いただくためにも、官公庁や監理団体・登録支援機
関等による意見交換の場を設けてほしい。


